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新
旧
対
照
表

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

改
正
後

改
正
前

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日

規
則
第
百
七
号

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日

規
則
第
百
七
号

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）

附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の

法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

全
部
改
正
〔
平
成
三
〇
年
規
則
四
四
号
〕

全
部
改
正
〔
平
成
三
〇
年
規
則
四
四
号
〕

（
申
請
、
届
出
等
の
様
式
）

（
申
請
、
届
出
等
の
様
式
）

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
七
十
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第

一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
開
設
の
許
可
の
申
請

一

法
第
七
十
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第

一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
開
設
の
許
可
の
申
請

二

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第

百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
又
は
開
設
の
許
可
の
更
新
の
申
請

二

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第

百
八
条
第
一
項
並
び
に
旧
法
第
百
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
又
は

開
設
の
許
可
の
更
新
の
申
請

三

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請

三

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請

四

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
十
五
条
の

十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
申
出

四

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
十
五
条
の

十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
申
出

五

法
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一

項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

五

法
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一

項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
一
項
並
び
に
旧
法
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届

出

六

法
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
十

五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
の
届
出

六

法
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
十

五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
の
届
出

七

法
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
十

七

法
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
十
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五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
休
止
の
届
出 

五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
休
止
の
届
出 

八 

法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
の
届
出 

八 

法
第
九
十
一
条
及
び
旧
法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
の
届
出 

九 
法
第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請 

九 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請 

十 
法
第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請 

十 

法
第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請 

十
一 

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
に
係
る

許
可
の
申
請 

十
一 

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
に
係
る

許
可
の
申
請 

（
削
る
。
） 

十
二 

旧
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請 

全
部
改
正
〔
令
和
二
年
規
則
二
九
号
〕 

全
部
改
正
〔
令
和
二
年
規
則
二
九
号
〕 

（
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
） 

（
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
） 

第
三
条 

知
事
は
、
市
町
村
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
介
護
保
険
施
設
に
関

す
る
情
報
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条 

知
事
は
、
市
町
村
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
介
護
保
険
施
設
に
関

す
る
情
報
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

事
業
者
又
は
開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
又
は
施
設
が
法
人
以
外
の
者
の
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
と
き
は
、
開

設
者
の
氏
名
及
び
住
所
） 

一 

事
業
者
又
は
開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
又
は
施
設
が
法
人
以
外
の
者
の
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
と
き
は
、
開

設
者
の
氏
名
及
び
住
所
） 

二 

指
定
又
は
許
可
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

二 

指
定
又
は
許
可
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

指
定
若
し
く
は
許
可
、
指
定
の
辞
退
又
は
指
定
若
し
く
は
許
可
の
取
消
し
若
し
く
は

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
の
年
月
日 

三 

指
定
若
し
く
は
許
可
、
指
定
の
辞
退
又
は
指
定
若
し
く
は
許
可
の
取
消
し
若
し
く
は

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
の
年
月
日 

四 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

四 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

五 

事
業
開
始
年
月
日 

五 

事
業
開
始
年
月
日 

六 

運
営
規
程 

六 

運
営
規
程 

七 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

七 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

八 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

八 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
本
文
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
本
文
（
法
第
百
十
五
条

の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一

条
第
一
項
本
文
の
指
定
の
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
本
文
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
本
文
（
法
第
百
十
五
条

の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一

条
第
一
項
本
文
の
指
定
の
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
情
報
の
提
供
に
関

す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
知
事
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
情
報
の
提
供
に
関

す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
部
改
正
〔
平
成
一
八
年
規
則
四
六
号
・
二
一
年
四
八
号
・
二
五
年
五
六
号
・

三
〇
年
四
四
号
・
令
和
二
年
二
九
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
一
八
年
規
則
四
六
号
・
二
一
年
四
八
号
・
二
五
年
五
六
号
・

三
〇
年
四
四
号
・
令
和
二
年
二
九
号
〕 

（
委
任
） 

（
委
任
） 

第
四
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

第
四
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
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に
定
め
る
。 

に
定
め
る
。 

一
部
改
正
〔
平
成
一
八
年
規
則
四
六
号
・
三
〇
年
四
四
号
・
令
和
二
年
二
九
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
一
八
年
規
則
四
六
号
・
三
〇
年
四
四
号
・
令
和
二
年
二
九
号
〕 

附 

則 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
規
則
第
二
十
五
号
） 

附 

則
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
規
則
第
二
十
五
号
） 

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
四
十
六
号
） 

附 

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
四
十
六
号
） 

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た

用
紙
は
、
同
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た

用
紙
は
、
同
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
十
八
年
八
月
四
日
規
則
第
百
七
号
） 

附 

則
（
平
成
十
八
年
八
月
四
日
規
則
第
百
七
号
） 

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
規
則
第
八
十
四
号
） 

附 

則
（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
規
則
第
八
十
四
号
） 

（
施
行
期
日
） 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
規
則
第
四
十
八
号
） 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
規
則
第
四
十
八
号
） 



4/
4  

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
三
項
及
び

別
記
第
四
号
様
式
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過

す
る
日
以
後
に
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
同
日
以
後

に
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
す
る
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開

設
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
又
は
同
日
前
に
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
介
護
老
人

保
健
施
設
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
三
項
及
び

別
記
第
四
号
様
式
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過

す
る
日
以
後
に
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
同
日
以
後

に
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
す
る
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開

設
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
又
は
同
日
前
に
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
介
護
老
人

保
健
施
設
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
五
十
六
号
） 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
五
十
六
号
） 

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日
規
則
第
八
号
） 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日
規
則
第
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
規
則
第
四
十
四
号
） 

附 

則
（
平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
規
則
第
四
十
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
九
号
） 
附 
則
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
九
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
規
則
三
十
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
新
設
） 


